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新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態解除宣言後の 

生徒の旅行について（お願い） 

 

令和２年５月２５日に新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言が発出されました。同

日変更された国の基本方針を踏まえ、青森県の対処方針が示されました。新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大防止のため、保護者の皆様には、下記のように御協力いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１ 感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保（できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける）、

②マスクの着用（外出時、会話するとき、症状がなくてもマスクを着用する）、③手洗い

（３０秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う）など、ソーシャルディスタンシングの考え

方を取り入れ、「３密（密集、密接、密閉）」を避けることなどについて御協力をお願いし

ます。 

 

２ ６月１８日までの間に、家庭事情等やむを得ず北海道・東京都・神奈川県・千葉県・埼

玉県方面に生徒が旅行する場合は、学校にご連絡ください。 
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